
 

 

 

 

 

 

令和 5 年 12 月 29 日 

各 位 

協栄信用組合 
 

協栄信用組合（本店:新潟県燕市、理事⾧:池内 博）は、令和 6 年 1 月 4 日（木）より、当組合で公

的年金を受取られるお客様の年金振込口座の普通預金金利を、これまでの通常金利 年 0.001％から 20 倍の年

0.020％に引上げをいたしますのでお知らせいたします。 

当組合は、お客様のニーズと利便性を第一に考え、今後もサービスの向上に積極的に取り組んでまいります。 
 

記 
 

１．特徴 

   当組合で公的年金をお受取りいただいているお客様向けの普通預金金利が高く設定されています。 
 
２．概要（下記記載のない項目については当組合普通預金規定に準じます） 

商品 年金受給者向け普通預金（年金振込口座） 

販売対象 
当組合に年金振込口座を指定されている個人の方（通帳摘要は「年金振込」） 

但し、年金未支給年金、企業年金は除きます 

期間 期間の定めはありません 

預入 1 円以上、預入限度額の上限はありません 

払戻方法 随時払戻しできます 

適用金利 
変動金利 0.020％  

但し、当組合の都合により中止、または内容を変更する場合があります 

金利設定・解除 

【金利設定】 

当組合指定口座に年金振込が確認された翌々月の第 1 営業日から適用されます 

【金利解除】 

当該口座への年金振込が事情により停止が確認された翌々月の第 1 営業日から解除されます 

≪他行への変更、現況届未提出、年金担保（振込金全額がご返済の方）≫ 

但し、死亡の場合は当組合が死亡の事実を確認した時点で解除となります 
 
３．取扱開始日     令和 6 年 1 月 4 日（木）より 

                ※新潟県内信用組合では初めての取扱いとなります。 

以 上 
 

     本 件 に 関 す る お 問 い 合 わ せ 先 
協 栄 信 用 組 合  営 業 推 進 部 
（担当:三五（サンゴ）、小柳） 
T E L : 0 2 5 6 - 6 1 - 1 5 0 7 
http://www.kyoei-shinkumi.jp 

年金振込口座の普通預金金利を 
年利 0.001％から 20 倍の年利 0.020％に引上げします 

  

 






